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赤穂市都市計画審議会委員の募集について 

 

１．趣 旨 

赤穂市では、快適で魅力ある都市空間の形成を目指すため、赤穂市都市計画審議会

を設置しています。 

今回、改選期にあたり同審議会委員を次のとおり募集します。 

 

２．内 容 

⑴ 応募資格 次のすべてのことに該当することが必要です。 

ア 市内在住の令和８年４月１日時点で１８歳以上の人 

イ 平日の昼間の会議に出席できる人 

ウ 公募委員に選任される日において、赤穂市の他の審議会等の公募委員に 

選任されていない人 

エ 赤穂市の職員を含む行政機関の職員または赤穂市議会議員でない人 

オ 赤穂市暴力団排除条例(平成２４年条例第１１号)第２条に規定する 

暴力団員または暴力団密接関係者でない人 

⑵ 募集人員 ２名 

⑶ 任  期 令和８年４月２０日～令和１０年４月１９日（２年間） 

⑷ 応募方法 応募にあたっては、次の書類を持参・郵送・ＦＡＸまたはメール 

で提出してください。 

   ア 住所、氏名、年齢、職業、電話番号等連絡先を記載した申込書（書式 

自由） 

イ ８００字程度の作文｢テーマ：都市計画に関わるまちづくりについて｣ 

（自身が市政や地域活動に関わられた経験などを踏まえたもの） 

⑸ 応募期間 令和８年２月６日（金）～令和８年３月６日（金）必着 

⑹ 選考方法と発表  

選考審査会により選考し、選考結果を応募者全員に文書で通知します。 

⑺ 応募・問い合わせ先   

〒６７８－０２９２ 赤穂市加里屋８１番地   

建設部都市計画課 

    ＴＥＬ：４３－６８２７ ＦＡＸ：４３－６９７４ 

     Mail：tosikei@city.ako.lg.jp 

会 見 年 月 日 令和８年１月２０日（火曜日） 

担 当 課 建設部都市計画課 （ 担当者名：長棟、谷 ） 

問い合わせ先 TEL：0791-43-6827（ 内線：2205、2211 ）FAX：0791-43-6974 


